
瀬戸市職員の不利益処分についての不服申立てに関する規則の一部を改

正する規則をここに公布する。  

平成２８年３月３１日 

瀬戸市公平委員会委員長 日 比 剛  

瀬戸市公平委員会規則第１号 

瀬戸市職員の不利益処分についての不服申立てに関する規則の一

部を改正する規則  

瀬戸市職員の不利益処分についての不服申立てに関する規則（昭和２６

年瀬戸市公平委員会規則第２号）の一部を次のように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。

改正後 改正前 

瀬戸市職員の不利益処分についての審査請

求に関する規則 

瀬戸市職員の不利益処分についての不服申

立てに関する規則 

目次 目次 

第１章 総則（第１条―第４条） 第１章 総則（第１条―第４条） 

第２章 審査請求（第５条・第６条） 第２章 不服申立て（第５条・第６条） 

第３章 審査の手続（第７条―第１４条） 第３章 審査の手続（第７条―第１４条） 

第４章 審査の結果執るべき措置（第１５条・

第１６条） 

第４章 審査の結果執るべき措置（第１５条・

第１６条） 

第５章 再審（第１７条―第２１条） 第５章 再審（第１７条―第２１条） 

第６章 審査及び再審の費用（第２２条） 第６章 審査及び再審の費用（第２２条） 

第７章 雑則（第２３条） 第７章 雑則（第２３条） 

附則 附則 

（趣旨） （趣旨） 

第１条 この規則は、地方公務員法（昭和２５年

法律第２６１号。以下「法」という。）第８条

第８項及び第５１条の規定に基づき、職員の懲

戒その他その意に反する不利益な処分（以下

第１条 この規則は、地方公務員法（昭和２５年

法律第２６１号。以下「法」という。）第８条

第８項及び第５１条の規定に基づき、職員の懲

戒その他その意に反する不利益な処分（以下



「処分」という。）についての審査請求の手続

及び審査の結果執るべき措置に関し必要な事項

を定めるものとする。 

「処分」という。）についての審査請求又は異

議申立て（以下「不服申立て」という。）の手

続及び審査の結果執るべき措置に関し必要な事

項を定めるものとする。 

（当事者） （当事者） 

第２条 当事者とは、審査請求人及び処分者をい

う。 

第２条 当事者とは、審査請求人又は異議申立人

（以下「不服申立人」という。）及び処分者を

いう。 

２ 処分について審査請求をする者を審査請求人

と、処分を行った者を処分者という。ただし、

処分者が当該処分を行った後においてその職を

離れた場合には、その職又はこれに相当する職

にある者を処分者とみなす。 

２ 処分について審査請求をする者を審査請求人

と、異議申立てをする者を異議申立人と、処分

を行った者を処分者という。ただし、処分者が

当該処分を行った後においてその職を離れた場

合には、その職又はこれに相当する職にある者

を処分者とみなす。 

（代理人の権限） （代理人の権限） 

第４条 代理人は、当事者のために、その事案の

審査に関し必要な行為をすることができる。た

だし、審査請求の全部又は一部を取り下げるこ

とはできない。 

第４条 代理人は、当事者のために、その事案の

審査に関し必要な行為をすることができる。た

だし、不服申立ての全部又は一部を取り下げる

ことはできない。 

２ ＜省略＞ ２ ＜省略＞ 

第２章 審査請求 第２章 不服申立て 

（審査請求） （不服申立て） 

第５条 処分についての法第４９条の２第１項の

規定による審査請求は、審査請求書正副各１通

を公平委員会に提出してしなければならない。 

第５条 処分についての法第４９条の２第１項の

規定による不服申立ては、審査請求書又は異議

申立書（以下「不服申立書」という。）正副各

１通を公平委員会に提出してしなければならな

い。 

２ 審査請求書には、次の各号に掲げる事項を記

載し、審査請求人が記名押印しなければならな

い。 

２ 不服申立書には、次の各号に掲げる事項を記

載し、不服申立人が記名押印しなければならな

い。 

⑴から⑻まで ＜省略＞ ⑴から⑻まで ＜省略＞ 

⑼ 審査請求の年月日 ⑼ 不服申立ての年月日 

３ 審査請求書には、正副ともに処分説明書の写

し各１通を添付しなければならない。ただし、

３ 不服申立書には、正副ともに処分説明書の写

し各１通を添付しなければならない。ただし、



処分説明書が交付されなかったときは、この限

りでない。 

処分説明書が交付されなかったときは、この限

りでない。 

４ 審査請求書の記載事項に変更を生じた場合に

は、審査請求人は、その都度、その旨を速やか

に公平委員会に届け出なければならない。 

４ 不服申立書の記載事項に変更を生じた場合に

は、不服申立人は、その都度、その旨を速やか

に公平委員会に届け出なければならない。 

（審査請求の受理及び却下） （不服申立ての受理及び却下） 

第６条 審査請求書が提出されたときは、公平委

員会は、その記載事項及び添付書類並びに処分

の内容、審査請求人の資格及び審査請求の期限

等について調査し、審査請求を受理すべきかど

うかを決定しなければならない。 

第６条 不服申立書が提出されたときは、公平委

員会は、その記載事項及び添付書類並びに処分

の内容、不服申立人の資格及び不服申立ての期

限等について調査し、不服申立てを受理すべき

かどうかを決定しなければならない。 

２ 前項に規定する調査の結果、審査請求書に不

備の点があると認められるときは、公平委員会

は、相当の期間を定めて、審査請求人にその補

正を命ずることができる。ただし、不備の点が

軽微であって、事案の内容に影響がないものと

認められるときは、公平委員会は、職権でこれ

を補正することができる。 

２ 前項に規定する調査の結果、不服申立書に不

備の点があると認められるときは、公平委員会

は、相当の期間を定めて、不服申立人にその補

正を命ずることができる。ただし、不備の点が

軽微であって、事案の内容に影響がないものと

認められるときは、公平委員会は、職権でこれ

を補正することができる。 

３ 審査請求人が前項の補正命令に従わなかった

場合には、公平委員会は、審査請求を却下する

ことができる。 

３ 不服申立人が前項の補正命令に従わなかった

場合には、公平委員会は、不服申立てを却下す

ることができる。 

４ 公平委員会は、審査請求を受理すべきものと

決定したときは、その旨を当事者に通知すると

ともに、処分者に審査請求書の副本を送付しな

ければならない。 

４ 公平委員会は、不服申立てを受理すべきもの

と決定したときは、その旨を当事者に通知する

とともに、処分者に不服申立書の副本を送付し

なければならない。 

５ 公平委員会は、審査請求を却下すべきものと

決定したときは、その旨を審査請求人に通知し

なければならない。 

５ 公平委員会は、不服申立てを却下すべきもの

と決定したときは、その旨を不服申立人に通知

しなければならない。 

（審査の併合） （審査の併合） 

第７条 公平委員会は、当事者の申請又は職権に

より、同一又は相関連する事案に係る数個の審

査請求を併合して審査することを適当と認める

ときは、これを併合して審査することができ

る。 

第７条 公平委員会は、当事者の申請又は職権に

より、同一又は相関連する事案に係る数個の不

服申立てを併合して審査することを適当と認め

るときは、これを併合して審査することができ

る。 



２及び３ ＜省略＞ ２及び３ ＜省略＞ 

（代表者） （代表者） 

第８条 審査が併合されている事案の審査請求人

は、それらのうちから代表者１名を選任し、及

び解任することができる。 

第８条 審査が併合されている事案の不服申立人

は、それらのうちから代表者１名を選任し、及

び解任することができる。 

２ 審査請求人が代表者を選任し、又は解任した

ときは、その者の氏名を公平委員会に届け出な

ければならない。 

２ 不服申立人が代表者を選任し、又は解任した

ときは、その者の氏名を公平委員会に届け出な

ければならない。 

３ 代表者は、審査請求人のために、その事案の

審査に関する一切の行為をすることができる。

ただし、審査請求の全部又は一部を取り下げる

ことはできない。 

３ 代表者は、不服申立人のために、その事案の

審査に関する一切の行為をすることができる。

ただし、不服申立ての全部又は一部を取り下げ

ることはできない。 

４ 代表者が選任されている場合には、審査請求

人に対する通知その他の行為は、代表者にすれ

ば足りるものとする。 

４ 代表者が選任されている場合には、不服申立

人に対する通知その他の行為は、代表者にすれ

ば足りるものとする。 

（書面審理） （書面審理） 

第９条 公平委員会は、書面審理を行う場合にお

いては、期限を定めて審査請求人に対し証拠の

提出を求めるとともに、期限を定めて、処分者

から答弁書及び証拠の提出を求めるものとす

る。 

第９条 公平委員会は、書面審理を行う場合にお

いては、期限を定めて不服申立人に対し証拠の

提出を求めるとともに、期限を定めて、処分者

から答弁書及び証拠の提出を求めるものとす

る。 

２ 公平委員会は、答弁書が提出された場合に

は、審査請求人にその写しを送付し、必要があ

ると認めるときは、期限を定めて、反論書の提

出を求めることができる。 

２ 公平委員会は、答弁書が提出された場合に

は、不服申立人にその写しを送付し、必要があ

ると認めるときは、期限を定めて、反論書の提

出を求めることができる。 

３から１４まで ＜省略＞ ３から１４まで ＜省略＞ 

（審査請求の取下げ） （不服申立ての取下げ） 

第１３条 審査請求人は、公平委員会が事案につ

いて裁決を行うまでの間は、いつでも、審査請

求の全部又は一部を取り下げることができる。 

第１３条 不服申立人は、公平委員会が事案につ

いて裁決又は決定（以下「判定」という。）を

行うまでの間は、いつでも、不服申立ての全部

又は一部を取り下げることができる。 

２ 審査請求の取下げは、書面でその旨を公平委

員会に申し出て行わなければならない。 

２ 不服申立ての取下げは、書面でその旨を公平

委員会に申し出て行わなければならない。 

３ 取下げのあった審査請求の部分については、３ 取下げのあった不服申立ての部分について



初めから係属しなかったものとみなす。 は、初めから係属しなかったものとみなす。 

（審査の打切り） （審査の打切り） 

第１４条 公平委員会は、審査請求人の死亡、所

在不明等により審査を継続することができなく

なったと認める場合又は処分者による処分の取

消し、修正等により審査を継続する必要がなく

なったと認める場合においては、審査を打ち切

り、審査請求を棄却することができる。 

第１４条 公平委員会は、不服申立人の死亡、所

在不明等により審査を継続することができなく

なったと認める場合又は処分者による処分の取

消し、修正等により審査を継続する必要がなく

なったと認める場合においては、審査を打ち切

り、不服申立てを棄却することができる。 

（裁決） （判定） 

第１５条 公平委員会は、審査を終了したとき

は、その結果に基づいて速やかに裁決を行い、

裁決書を作成しなければならない。 

第１５条 公平委員会は、審査を終了したとき

は、その結果に基づいて速やかに判定を行い、

裁決書又は決定書（以下「判定書」という。）

を作成しなければならない。 

２ 裁決書には、次の各号に掲げる事項を記載

し、各委員が記名押印しなければならない。 

２ 判定書には、次の各号に掲げる事項を記載

し、各委員が記名押印しなければならない。 

⑴ 裁決 ⑴ 判定 

⑵ ＜省略＞ ⑵ ＜省略＞ 

⑶ 裁決の日付 ⑶ 判定の日付 

３ 公平委員会は、裁決書の写しを当事者に送達

しなければならない。この場合においては、当

事者に裁決に対する審査（以下「再審」とい

う。）の請求の権利がある旨を併せて通知する

ものとする。 

３ 公平委員会は、判定書の写しを当事者に送達

しなければならない。この場合においては、当

事者に判定に対する審査（以下「再審」とい

う。）の請求の権利がある旨を併せて通知する

ものとする。 

（指示） （指示） 

第１６条 公平委員会は、審査の結果、必要があ

ると認める場合においては、任命権者に対し、

書面で審査請求人がその処分によって受けた不

当な取扱いを是正するための指示をしなければ

ならない。 

第１６条 公平委員会は、審査の結果、必要があ

ると認める場合においては、任命権者に対し、

書面で不服申立人がその処分によって受けた不

当な取扱いを是正するための指示をしなければ

ならない。 

（再審の請求） （再審の請求） 

第１７条 当事者は、次の各号のいずれかに該当

する場合においては、公平委員会に対し、再審

を請求することができる。 

第１７条 当事者は、次の各号のいずれかに該当

する場合においては、公平委員会に対し、再審

を請求することができる。 

⑴ 裁決の基礎となった証拠が虚偽のものであ ⑴ 判定の基礎となった証拠が虚偽のものであ



ることが判明した場合 ることが判明した場合 

⑵ ＜省略＞ ⑵ ＜省略＞ 

⑶ 裁決に影響を及ぼすような事実について、

判断の遺漏が認められた場合 

⑶ 判定に影響を及ぼすような事実について、

判断の遺漏が認められた場合 

２ 再審の請求は、裁決のあった日の翌日から起

算して６月以内に行わなければならない。 

２ 再審の請求は、判定のあった日の翌日から起

算して６月以内に行わなければならない。 

３ ＜省略＞ ３ ＜省略＞ 

４ 前項の書面（以下「再審請求書」という。）

には、次の各号に掲げる事項を記載し、再審を

請求しようとする者が記名押印して、正副各１

通を公平委員会に提出しなければならない。 

４ 前項の書面（以下「再審請求書」という。）

には、次の各号に掲げる事項を記載し、再審を

請求しようとする者が記名押印して、正副各１

通を公平委員会に提出しなければならない。 

⑴ ＜省略＞ ⑴ ＜省略＞ 

⑵ 裁決の内容及び時期 ⑵ 判定の内容及び時期 

⑶ ＜省略＞ ⑶ ＜省略＞ 

（再審の結果執るべき措置） （再審の結果執るべき措置） 

第２１条 公平委員会は、再審の結果に基づい

て、最初の裁決を正当であると認める場合に

は、これを確認し、不当であると認める場合に

は、最初の裁決を修正し、又はこれに代えて新

たに裁決を行わなければならない。 

第２１条 公平委員会は、再審の結果に基づい

て、最初の判定を正当であると認める場合に

は、これを確認し、不当であると認める場合に

は、最初の判定を修正し、又はこれに代えて新

たに判定を行わなければならない。 

２ ＜省略＞ ２ ＜省略＞ 

（雑則） （雑則） 

第２３条 この規則に定めるもののほか、処分に

ついての審査請求の手続及び審査の結果執るべ

き措置に関し必要な事項は、公平委員会が定め

る。 

第２３条 この規則に定めるもののほか、処分に

ついての不服申立ての手続及び審査の結果執る

べき措置に関し必要な事項は、公平委員会が定

める。 
  

附 則 

（施行期日）  

１ この規則は、平成２８年４月１日から施行する。  

 （経過措置）  

２ 任命権者の処分についての不服申立てであってこの規則の施行の日前



にされた任命権者の処分に係る措置については、この規則による改正後

の瀬戸市職員の不利益処分についての不服申立てに関する規則の規定に

かかわらず、なお従前の例による。  


